
お知ら
せお知ら
KamiKami
InfomationInfomation
Kami
Information

就
職
に
役
立
つ
求
職
者
支

援
訓
練
を
受
け
ま
せ
ん
か

　

求
職
者
支
援
訓
練
は
、
雇
用

保
険
を
受
給
で
き
な
い
求
職
者

の
方
な
ど
を
対
象
と
し
た
３
～

６
カ
月
の
訓
練
で
す
。
就
職
の

た
め
の
技
術
や
知
識
を
学
べ
ま

す
。
ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と

連
携
し
た
就
職
支
援
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

【
コ
ー
ス
】
介
護
ケ
ア
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
、
ア
ロ
マ
・

カ
ラ
ー
セ
ラ
ピ
ス
ト
科
、
介
護

職
員
実
務
者
研
修
科
、
Ｉ
Ｔ
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎
科
、
Ｐ

Ｃ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
礎

科　

ほ
か

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
高
知
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【
受
講
料
】
無
料
（
テ
キ
ス
ト

代
等
は
別
途
必
要)

【
申
込
先
】
住
所
地
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
職
業
訓
練
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
８
・
８
３
３
・
１
０
８
５

難
病
医
療
・
福
祉
相
談
会

　

難
病
の
患
者
さ
ん
を
対
象
に

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。
無
料

で
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
10
月
26
日
（
日
）

受
付…

12
時
30
分
～
14
時
30
分

相
談
会…

13
時
～
16
時

【
場
所
】
県
中
央
東
福
祉
保
健

所
（
土
佐
山
田
町
山
田
１
１
２

８‐

１
）

【
主
催
】
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高
知
県

難
病
団
体
連
絡
協
議
会

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

県
中
央
東
福
祉
保
健
所　

健
康

障
害
課　

☎
53
・
３
１
７
１

職
場
の
お
悩
み
解
決

労
働
相
談

　

高
知
県
労
働
委
員
会
は
、
労

働
相
談
に
よ
り
職
場
の
お
悩
み

解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

「
突
然
解
雇
さ
れ
た
」
「
残
業

代
が
支
払
わ
れ
な
い
」
と
い
っ

た
お
悩
み
に
対
し
、
解
決
に
有

効
な
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

※

無
料
・
秘
密
厳
守

【
場
所
】
高
知
県
庁
北
庁
舎
４

講　
　

座

相　
　

談

階　

高
知
県
労
働
委
員
会
（
高

知
市
丸
ノ
内
２‐

４‐

１
）

【
受
付
時
間
】
月
～
金
（
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）
８
時

30
分
～
17
時
15
分

【
電
話
相
談
】

☎
０
８
８
・
８
２
１
・
４
６
４
５

【
メ
ー
ル
相
談
】

あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い

る
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す

　

10
月
は
里
親
月
間
で
す
。
親

の
病
気
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に

よ
っ
て
、
家
族
と
生
活
で
き
な

い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を

皆
さ
ん
の
家
庭
に
迎
え
入
れ
、

愛
情
を
持
っ
て
養
育
し
て
い
た

だ
く
制
度
が
『
里
親
』
で
す
。

　

家
庭
の
温
か
い
雰
囲
気
の
中

で
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

を
と
も
に
見
守
っ
て
い
た
だ
け

ま
せ
ん
か
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
中
央
児
童
相
談
所

☎
０
８
８・

８
６
６・

６
７
９
１

福
祉
事
務
所
☎
53・

３
１
１
７

動
物
追
い
払
い
用
煙
火

閃
光
珠
５
Ｒ
の
使
用
禁
止

　

鳥
獣
等
を
追
い
払
う
た
め
に

使
用
さ
れ
る
動
物
駆
逐
用
煙
火

の
使
用
中
に
、
持
ち
手
付
近
が

破
裂
し
、
指
を
失
う
等
の
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

㈱
芳
賀
銃
砲
火
薬
店
芳
賀
火

工
が
販
売
す
る
動
物
駆
逐
用
煙

火
・
閃
光
珠
５
Ｒ
に
つ
い
て
、

製
品
検
査
の
結
果
、
煙
火
に
使

用
さ
れ
て
い
る
火
薬
量
が
規
定

の
量
を
超
え
て
い
る
た
め
、
現

在
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
社
が
製
品
の
全
量
回
収

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
絶
対

に
使
用
せ
ず
に
、
回
収
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

㈱
芳
賀
銃
砲
火
薬
店
芳
賀
火
工

☎
０
２
２
・
２
６
２
・
１
１
５
１

産
業
振
興
課　

総
務
班

☎
53
・
１
０
６
２

浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清

掃
・
法
定
検
査
は
義
務
で
す

　

毎
年
10
月
１
日
は
浄
化
槽
の

日
で
す
。

　

浄
化
槽
は
下
水
道
と
同
程
度

の
汚
水
処
理
性
能
を
持
つ
も
の

で
す
が
、
正
し
い
使
い
方
と
適

正
な
維
持
管
理
が
な
さ
れ
な
い

そ  

の  

他

と
、
本
来
の
機
能
を
十
分
に
発

揮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

・
保
守
点
検
は
定
期
的
な
実
施

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

専
門
知
識
を
持
つ
資
格
の
あ
る

業
者
に
委
託
し
ま
し
ょ
う
。

・
清
掃
は
年
１
回
以
上
の
実
施

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
町
村
長
の
許
可
を
受
け
た
業

者
に
頼
み
ま
し
ょ
う
。

・
法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
の
機

能
を
確
認
す
る
大
変
重
要
な
検

査
で
す
。
年
１
回
必
ず
指
定
検

査
機
関
（
一
般
財
団
法
人
高
知

県
環
境
検
査
セ
ン
タ
ー
☎
０
８

８
・
８
６
０
・
２
４
０
０
）
の

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

上
下
水
道
課
☎
53

・

３
１
１
０

赤
十
字
奉
仕
団

無
料
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

ど
な
た
で
も
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
10
月
６
日
（
月
）

10
時
～
15
時

【
場
所
】
中
央
公
民
館

【
主
催
】
香
美
市
土
佐
山
田
町

赤
十
字
奉
仕
団

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
祉
事
務
所
☎
53
・
３
１
１
７

１２Kami１３ Kami

広　

告

点検していますか？
　　　　住宅用火災警報器

月に１回は点検・お手入れを！

住宅用火災警報器は、大切な命を守る機器です。

警報器にホコリがつくと火災を感知しにくくなり

ます。電池切れにも注意してください。また、本

体の寿命は約１０年です。

悪質な訪問販売にご注意を！

悪質な訪問販売で被害にあった方がいます。消防

職員の販売や業者による点検はありません。

正しく設置できていますか？

警報器は全ての寝室に設置が必要です。２階や

３階に寝室がある場合は階段にも必要です。

【問い合わせ先】

　消防本部消防課予防係　☎５３－４１７６

子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金

臨時福祉給付金臨時福祉給付金臨時福祉給付金

秋の行政相談週間秋の行政相談週間秋の行政相談週間申請はお済みですか？

受付期限　１２月２６日（金）　

　臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付

金を受給するためには、申請が必要です。申

請書は６月３０日に発送していますので、支

給対象に該当する方は、申請書に必要事項を

記入し、必要書類を添付のうえ、返信専用封

筒で郵送してください。

　申請の受付期限は１２月２６日です。お早

めに申請してください。

　申請後、申請内容を審査し、結果を郵送で

お知らせします。また、申請書をいただいて

から振り込みまで、１～２カ月かかりますの

でご了承ください。

【問い合わせ先】
　福祉事務所　☎５３－３１１７

　１０月２０日～２６日は行政相談週間で

す。香美市でも、次のとおり総務大臣の委嘱

を受けた行政相談委員が一日行政相談所を開

設します。お気軽にご相談ください。

※無料・秘密厳守

【日時】１０月２８日（火）１０時～１５時

【場所】バリューかがみの

【行政相談委員】

　樫谷雅道（土佐山田町）☎５２－４８２４

　竹村　清（香　北　町）☎５９－３２３３

　公文久郎（物　部　町）☎５８－３２３１

【問い合わせ先】総務省高知行政評価事務所

　☎０８８－８２４－４１００
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広　

告

や
な
せ
た
か
し

Ｃさ
ん
れ
い　

さ
ん
ち
ゃ
ん

や
な
せ
た
か
し

Ｃぎ
ん
な
ん　

ぎ
ん
ち
ゃ
ん


